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５ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 
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午前９時00分 開議  

○議長（広瀬文典君） これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第99条の規定により、12番 小林敏美君、13番 衣斐

弘修君を指名いたします。 

 本日の議事日程は、あらかじめ印刷してお手元に配付いたしてありますので、これより議事

日程に入ります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 議第50号 平成23年度垂井町一般会計補正予算（第３号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 日程第１、議第50号 平成23年度垂井町一般会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔挙手する者あり〕 

 ６番 富田栄次君。 

〔６番 富田栄次君登壇〕 

○６番（富田栄次君） ９ページの歳出、総務費、総務管理費、目として11、財政調整基金費の

ことで尋ねるわけでございます。この中で説明という欄の中で、三つの基金が上がっておりま

す。１番は、これは結構ですが、２番の福祉基金、それと３番の庁舎建設基金、これまでの年

度ごとの、私がちょうどいなかったときですので、この５年間の積立額の経緯を尋ねたいと思

います。それと、今年度予算で定めてあった額は幾らだったのか、一応確認したいと思います。

それと、毎年度幾らずつというか、幾ら予算化というか、積み立てることになっているか、こ

の二つの基金について尋ねます。 

○議長（広瀬文典君） 総務課長 永澤幸男君。 

〔総務課長 永澤幸男君登壇〕 

○総務課長（永澤幸男君） ６番議員の福祉基金、それから庁舎建設基金の積み立てについてで

ございますが、５年間の積み立てについての経緯でございますが、今私の方は資料を持ち合わ

せておりませんので、早々に確認をさせていただきまして、御回答をさせていただきたいと存

じます。 

 それと今年度の予算につきましては、福祉基金につきましては、既決額のとおり11万4,000

円でございまして、福祉基金についてはこれは利息分でございます。また、庁舎建設基金につ

きましても既決額につきましては35万2,000円でございますが、こちらも利息分でございまし

て、あえて基金を積むということについては予算化はしておりません。こちら福祉基金、庁舎

建設基金につきましても、毎年度、今後幾ら積んでいかれるという御質問でございますが、こ

ちらにつきましても、やはり今後、福祉基金、庁舎建設基金につきましても、特に福祉基金に

つきましては、昨日もいろいろ議論していただきましたが、幼保一元化の問題もございます。
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それから庁舎建設基金につきましては、やはり庁舎の耐震、あるいは建てかえ等の問題もある

わけでございますが、そちらの積み立てにつきましても、予算の許す範囲内で積める状態であ

るということであれば、一昨日の一般質問でも回答させていただきましたが、地方財政法の規

定によりまして、積み立てを行ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく御

理解いただきたいと存じます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（広瀬文典君） ６番 富田栄次君。 

〔６番 富田栄次君登壇〕 

○６番（富田栄次君） 再質問します。今５年間のが出ておりませんので、それ自体ちょっとび

っくりしたわけですけど、本来は一般質問したかったんですけど、あまりにもあれですのでや

めたわけですが、今、総務課長が言われたのが、簡単に一言で言えば予算を組んでいなかった

ということ。その次に第２点目、年間の剰余金を回したということにはなりませんか。 

 一つ尋ねますけれども、これ基金の条例があるわけですね。財政調整基金条例、減債基金条

例、庁舎建設基金条例、ふれあい交流基金条例、あと学校建築基金条例とかですね。その中で

福祉基金条例、各条例があるわけですけれども、これは私が言うよりも一番の専門分野の方で

ありますけれども、財政調整基金についてはよろしいですね、100万円以上とするとなってい

ますね。減債基金についても、町長が認める範囲内の基金に編入することができるとなってい

ますね。ただ、庁舎建設基金条例と福祉基金条例は、毎年度予算で定める額を積み立てるもの

とするとなっておるんですが、これについて御答弁いただきたい。 

○議長（広瀬文典君） 副町長 若山隆史君。 

〔副町長 若山隆史君登壇〕 

○副町長（若山隆史君） ６番議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 ただいまの予算に定める額を積み立てるという条例の中にあるんですけれども、剰余金等発

生した場合、当該年度のいわゆる予算審議を賜る議会に上程して、これを積み立てるという考

え方、そういう方法ですので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（広瀬文典君） ６番 富田議員の質疑に対しまして２回なっております。会議規則第47

条のただし書きの規定によって、特に発言を許可いたします。ただし、簡潔に質疑をしてくだ

さい。 

 ６番 富田栄次君。 

〔６番 富田栄次君登壇〕 

○６番（富田栄次君） 何かわかったような、わからないようなことなんですが、条例に規定し

てある規定はじゃあどうなるわけだと思うんです。例えば垂井町学校建築基金条例を見ると、

これ書いてあるわけですね。三つ書いてありますけれども、その簡単な三つ目のところに一般

会計の剰余金の１割以内の額にするという、剰余金についてもきちっと学校建築についても書
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いてあるわけで、今のような御答弁は理解できないんですけれども。それは予算化してあった

のかなかったのかということ、これ条例には各年度の予算化したものを、ですからそういう判

断すればですけれども。考えによったら剰余金を回している、いやその年度によってどうのこ

うのということは、やはり剰余金発生を、剰余金規定というのはこれはどうなるわけでしょう

か。剰余金の１割までは認めるという学校建築にも剰余金どんどん回していいわけじゃない、

要するに剰余金が幾ら出ても、その剰余金をそんな行政の簡単な判断でしてはいけないという

ことで学校建築基金についても剰余金の１割までと書いてあるわけで、やはり剰余金は剰余金、

要するに法律というものはがんじがらめになっていると思うんですね。だから、ここにやはり

規定になっていることについて、再度答弁求めます。 

○議長（広瀬文典君） 副町長 若山隆史君。 

〔副町長 若山隆史君登壇〕 

○副町長（若山隆史君） ６番議員の再々質問にお答えをいたしますが、年度決算において剰余

金が発生してきます。その剰余金が発生した場合において、その額をもってそれぞれの特目基

金、あるいは財調、あるいは減債に積み立てていくというようなことでございますけれども、

予算に計上せずしてこれを積み立てることは当然できないわけなんですね。これは当然のこと

だと思いますけれども、地方財政法に第７条に剰余金の規定がございます。剰余金が発生した

折におけるその取り扱い、基金への積み立て等の取り扱い、これを定めているわけでございま

す。それに基づいて、各町の条例に基づいて、各特目基金等にこれを積み立てていくというよ

うなストーリーなんですけれども、あるから積み立てられるというもので、ない場合は積み立

てることがかないません。従いまして、当初予算時にその剰余金の予想額、これをつかめられ

ない場合においては、その年度中においてその額が確定したときに、予算計上をもって積み立

てていくというような形になっていくものだと思っております。 

○議長（広瀬文典君） ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ５番 藤墳理君。 

〔５番 藤墳理君登壇〕 

○５番（藤墳 理君） 当該委員会ではないので、お尋ねをいたします。 

 ページ12のクリーンセンター費の中の燃料費、こちらの当初予定額というか、当初予定をし

ておられた燃料単価、それからそれの推移について御説明を願いたい。 

 なぜかというと50％近く今回の補正で上がっておりますので、こんな急激な単価の値上がり

があったのかどうかの確認のためにお願いをいたします。 

○議長（広瀬文典君） 住民課長 桐山浩治君。 

〔住民課長 桐山浩治君登壇〕 

○住民課長（桐山浩治君） ５番議員の款４のクリーンセンター費の中の需用費で、燃料費の

251万2,000円の追加補正についてのお尋ねについてお答えしたいと思います。 
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 この燃料費につきましては、クリーンセンターで使用しております助燃用、再燃用燃料の灯

油代でございます。当初予算の折には灯油単価80円ということで計上しておりましたが、近年

の物価高、現価格では96円60銭と今現在こういった金額になっておるわけでございます。そう

いった単価の上昇による増額分と、あとクリーンセンターにおきますごみ焼却において、やは

り完全に燃焼し、灰にそういった燃え切らないものが残らないようにということで、少々その

分で灯油の使用量が今年度はふえたということで、これを合わせましてこれだけの金額になっ

たということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（広瀬文典君） ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 11番 丹羽豊次君。 

〔11番 丹羽豊次君登壇〕 

○１１番（丹羽豊次君） お尋ねいたします。 

 給与費明細書の関係でございますが、17ページ、一応今回補正されておりますのは、総計

192人分の合計といたしまして5,254万4,000円少なくなったと、減額ということで提案されて

おるわけでございますけど、これは12月31日現在ということでとっていいんか、それとも今年

度いっぱいといいますか、３月31日現在をもってか、その辺だけお尋ねしておきます。以上で

す。 

○議長（広瀬文典君） 総務課長 永澤幸男君。 

〔総務課長 永澤幸男君登壇〕 

○総務課長（永澤幸男君） 11番議員の御質問で17ページの給与費の明細でございますが、今回

の補正によりまして、一般会計におきます人件費につきましては5,254万4,000円の減額をさせ

ていただきましたが、こちらにつきましては少し御説明いたしますが、４月１日現在の職員か

らしまして、それぞれ今回12月に行われました給与の改定も含めまして、それぞれの増減を算

出いたしまして来年３月31日までの見込みをもって算出した結果、このような減額となったも

のでございますので御理解をいただきたいと存じます。 

○議長（広瀬文典君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもって質疑を……。 

〔発言する者あり〕 

 先ほどのあれですね、５年間のデータのあれを、資料を答弁にかえるということですね。 

 総務課長 永澤幸男君。 

〔総務課長 永澤幸男君登壇〕 

○総務課長（永澤幸男君） 先ほど６番議員の庁舎建設基金並びに福祉基金の５年間の積み立て

でございますが、庁舎建設基金につきましては、平成18年度はゼロ円でございます。平成19年

度につきましては１億円、平成20年度につきましては１億45万1,000円、平成21年度につきま
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しては8,978万7,000円、平成22年度につきましては１億33万2,000円でございます。 

 次に福祉基金でございますが、こちら平成18年度につきましては４万7,000円、平成19年度

につきましては31万2,000円、平成20年度につきましては59万9,000円、平成21年度につきまし

ては51万9,000円、もとい平成21年度につきましては59万9,000円でございます。平成22年度に

つきましては25万6,000円でございます。以上でございます。 

○議長（広瀬文典君） ほかに質疑はよろしいですね。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第50号 平成23年度垂井町一般会計補正予算（第３号）は、これを原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 議第51号 平成23年度垂井町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 日程第２、議第51号 平成23年度垂井町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第51号 平成23年度垂井町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、これを原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



－９０－ 

 日程第３ 議第52号 平成23年度垂井町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 日程第３、議第52号 平成23年度垂井町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第52号 平成23年度垂井町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、これを原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 議第53号 平成23年度垂井町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 日程第４、議第53号 平成23年度垂井町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第53号 平成23年度垂井町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、これを原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 日程第５ 議第54号 平成23年度不破郡介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 続いて日程第５、議第54号 平成23年度不破郡介護認定審査会特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔挙手する者あり〕 

 ５番 藤墳理君。 

〔５番 藤墳理君登壇〕 

○５番（藤墳 理君） 委員会外のことですのでお尋ねをいたします。 

 委員報酬の増加についての理由の説明をよろしくお願いいたします。 

○議長（広瀬文典君） 健康福祉課長 中村繁範君。 

〔健康福祉課長 中村繁範君登壇〕 

○健康福祉課長（中村繁範君） ５番議員の御質問にお答えをいたします。 

 委員報酬の不足分についてでございますが、委員報酬で85万7,000円ということでございま

すが、委員報酬、これは15名分でございますが、それぞれ所要額に不足が来したための増額で

ございますので御理解を賜りたいと思います。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（広瀬文典君） ５番 藤墳理君。 

〔５番 藤墳理君登壇〕 

○５番（藤墳 理君） 審査会の開催回数等を教えていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（広瀬文典君） 健康福祉課長 中村繁範君。 

〔健康福祉課長 中村繁範君登壇〕 

○健康福祉課長（中村繁範君） 審査会の開催回数でございますけれども、年間の審査会数は今

把握しておりませんが、審査会は月に何回でしたかね、毎週、週１回ということで開催をして

おるところでございます。御理解を賜りたいと思います。 

○議長（広瀬文典君） 休憩とって調べる。きちんと答弁したってください。 

〔発言する者あり〕 

 しばらく休憩をとります。 

〔発言する者あり〕 

午前９時28分 休憩  

午前９時44分 再開  

○議長（広瀬文典君） 再開いたします。 

 先ほどの５番議員、藤墳理議員の質疑に対する答弁の続きを求めます。 

 副町長 若山隆史君。 
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〔副町長 若山隆史君登壇〕 

○副町長（若山隆史君） ５番議員の御質問に対しまして、明確な回答ができませんでした。ま

ことに申しわけなく思っております。 

 回数及び補正の理由につきましては、それぞれ所管から説明を申し上げますので、よろしく

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（広瀬文典君） 総務課長 永澤幸男君。 

〔総務課長 永澤幸男君登壇〕 

○総務課長（永澤幸男君） ５番議員の御質問で、先ほど健康福祉課長の方からこの委員の報酬

について不足があったということで、補正をお願いするという回答であったわけでございます

が、ここ節の中でも給料について補正を組ませていただいておるわけでございますが、実を言

いますとこれにつきましては、委員報酬から一時的に給料の方に流用をかけさせていただいた

というのが不足を来した原因でございます。と申しますのは、この不破郡介護認定審査会につ

きましては関ケ原町と共同設置をしておるものでございます。もとよりこの給料につきまして

は、不足が生じた場合について専決処分等を行えばよかったわけでございますが、いかんせん、

この部分につきましては、関ケ原町との協議も必要になってくるというような背景もございま

して、今回関ケ原町との協議を行いまして、12月補正でということで行いました。そういった

背景から一時的に給与から流用させていただきました。そういった観点で不足を生じたもので

ございますので、御理解をいただきたいと存じます。 

○議長（広瀬文典君） 健康福祉課長 中村繁範君。 

〔健康福祉課長 中村繁範君登壇〕 

○健康福祉課長（中村繁範君） それでは私の方からは、５番議員の年間何回開催しておるんか

ということについてお答えをさせていただきます。 

 平成22年度の実績は年間で48回でございます。平成23年度につきましても48回の予定で、た

だいま進めておるところでございます。また、人数でございますけれども、３合議体がござい

まして、５人ずつの計15人でそれぞれ審査を行っておるところでございます。御理解を賜りた

いと思います。 

○議長（広瀬文典君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第54号 平成23年度不破郡介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）は、これを原案の
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とおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第６ 議第55号 平成23年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 日程第６、議第55号 平成23年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第55号 平成23年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、これを原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第７ 議第56号 平成23年度垂井町水道事業会計補正予算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（広瀬文典君） 次に日程第７、議第56号 平成23年度垂井町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 第１日の会議において提案説明は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 議第56号 平成23年度垂井町水道事業会計補正予算（第１号）は、これを原案のとおり可決
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することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。よって、本日の会議を閉じ、これをもっ

て平成23年第６回垂井町議会定例会を閉会いたします。 

午前９時51分 閉会  
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